
秘密保全法制の制定を阻止しよう 
 
 市民オンブズマン活動の基盤は情報公開請求である。私たちは、情報公開請

求を通じて、行政のムダ使いや不正追及を実践してきた。こうした活動が、そ

れまでの官僚による情報独占政治を、国民に開かれた真の民主政治に変革させ

るために役立ってきたと自負している。ところが、これが今、大きく変わろう

としている。政府は、民主党政権下で審議されなかった情報公開法改正案を国

会に提出しないばかりか、１０月から始まる臨時国会に特定秘密保護法案を提

出することを明らかにした。 
 私たちはこの大会で、過去２０年間の活動に対して、「秘密保全法アセスメン

ト」の議論を行った。その結果、法案が対象とする国の行政機関が保有する情

報だけでなく、地方自治体の情報公開や独立行政法人の情報公開にも影響が及

び、法制度が私たちの行政監視活動を著しく妨害することが必至であることを

確認した。これは、法制度の制定が市民オンブズマン活動への支障となるだけ

でなく、この国の情報公開の流れを著しく後退させることを意味する。 
政府は濫用を防止するために、「特定秘密」の対象情報を限定するなどの説明

をしているが、これまでの情報公開訴訟において、政府の情報開示に対する解

釈が的確でないことは、原告となった市民の勝訴率の高さが何よりも物語って

いる。秘密保全法制が政府にとって都合の悪い情報をより強固に秘密化するこ

とは明らかだ。 
 

 私たちは、秘密保全法制の制定に強く反対する。私たちは、この制度の問題

をより多くの市民に伝えるとともに、今大会の資料と質問状を送付することを

通して国会議員に働きかけ、秘密保全法制の制定を阻止するために尽力するこ

とをここに決議する。 
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